
宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議（令和４年度第１回）  

議事次第 

 

１ 日 時  令和４年１０月２５日（火）１０：００～１２：００ 

 

２ 場 所  文部科学省旧庁舎６階第２講堂（又はオンライン） 

 

３ 議 題 

（１）宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議の運営について 

（２）宗教法人法第７８条の２（報告及び質問）について 

 

４ 資 料 

 資料１   宗教法人制度の運用等に関する調査研究について 

 資料２   宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議の議事等の

公開について 

 資料３   宗務行政について 

 資料４ 国会審議録（未定稿）（関係部分抜粋） 

 資料５-１ 平成７年の宗教法人法改正の背景・概要等 

 資料５-２ 宗教法人制度の改正について（報告）（抄）（平成７年９月２９日

文部大臣あて宗教法人審議会報告） 

 資料５-３ 宗教法人法の一部を改正する法律（平成７年法律第１３４号）の

施行について（抄）（平成８年９月２日付庁文宗第１３７号） 

 資料５-４ 宗教法人法第７８条の２に関する考え方について（平成７年法

改正時の国会議事録（抜粋）） 

 資料６ 次回開催日 

 



資料１ 

 

宗教法人制度の運用等に関する調査研究について 

 

平成１７年１０月１２日 

文 化 庁 次 長 決 定  

                   一部改正  平成１８年５月２３日 

                  一部改正  平成１９年１１月９日 

                  一部改正  平成３０年１０月１日 

 

１．目的 

  宗務行政を取り巻く社会情勢の変化を踏まえ，宗教法人制度の運用に関す

る諸課題及びその他関連する事項について調査研究を行う。 

 

２．実施方法 

（１）調査研究を行うため，学識経験者及び宗務関係者等を協力者として委

嘱する。 

（２）協力者への委嘱期間は，委嘱をした日から当該年度末までとする。 

（３）協力者で構成する会議を開催する。 

（４）必要に応じ，協力者以外の関係者に対して協力を求めるほか，当該関

係者の意見を聞くことができるものとする。 

 

３．その他 

 この調査研究に関する庶務は，文化庁宗務課が行う。 

 

 

 



資料２ 

 

宗教法人制度の運用等に関する調査研究 

協力者会議の議事等の公開について 

 

                         

                          平成１７年１１月１０日 

                 

 

 

  宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議（以下「協力者会

議」という。）の議事等の公開については、自由闊達な討議を確保すると

ともに、信教の自由に配慮するため、次のとおり取り扱うものとする。 

 

１．会議の公開 

  会議は、非公開とする。 

 

２．議事要旨の公開 

  議事要旨は、原則として、以下の方針により作成し、公開するものと

する。 

（１）議事要旨には、協力者会議の開催日時、場所、出席者、会議の概要

を記載するものする。 

（２）議事要旨に記載する意見等は匿名とする。 

（３）議事要旨には、議事の中で引用された個人名及び団体名は記載しな

いこととする。 

 

３．会議資料の公開 

  会議資料は、原則として公開するものとする。但し、協力者会議にお

いて非公開とすることが適当と認めるものについては、非公開とする。 

 

４．その他 

  上記に掲げるもののほか、協力者会議の議事等の公開について必要な

事項は、協力者会議で決定するものとする。 

  



宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議 

における発言内容等の取扱いについて（申合せ） 

 

 

平成１７年１１月１０日 

 

 

  宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議（以下「協力者会

議」という。）における自由闊達な討議を確保するとともに、信教の自

由に配慮するため、次の事項については公表を差し控えるものとする。 

 

 

 （１）発言者名 

   

 （２）発言内容における具体的な個人名及び団体名 

 

 （３）発言者が非公表を希望するもの 

 

 （４）協力者会議において非公開の必要性が高いと判断されるもの 

  



 

宗教法人制度の運用等に関する調査研究 

に関する情報管理について（申合せ）（案） 

 

 

令和４年１０月２５日 

 

 

 宗教法人制度の運用等に関する調査研究協力者会議の協力者は、調査研

究の実施にあたり、以下の事項を厳守するものとする。  

 

記 

 

１ 調査研究により知り得た秘密に関して、発表、公開、漏洩、利用しな

いこと。 

 

２ 協力者でなくなった後も、在任中と同様に、調査研究により知り得た

秘密を発表、公開、漏洩、利用しないこと。 

 

 



資料３ 
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宗教法人に対する所轄庁の権限について 

 

 

 

１．報告徴収・質問（法第 78 条の２） ※平成７年改正により追加 

宗教法人について、下記２．～４．の権限行使の事由に該当する疑いがある場合に

限り、所轄庁は、宗教法人審議会に諮った上で、これらの権限を適正に行使するため

の判断の基礎となる客観的な資料を得るために、その宗教法人から報告を求め、又は

その宗教法人の代表役員など関係者に質問を行うことができる。 

また、宗教法人の宗教上の特性および慣習を尊重し、信教の自由を妨げないよう特

に留意しなければならず、この権限が犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならないことが定められている。 

※ 施設への立ち入りには同意が必要 

２．公益事業以外の事業の停止命令（法第 79 条） 

宗教法人が、公益事業以外の事業（収益事業）を法人の目的に反して実施したり、

その事業による収益を、当該宗教法人や関係する宗教法人等以外に使用している場

合、所轄庁は、１年以内の期間に限り、その事業の停止を命じることができる。 

 

３．認証の取消し（法第 80 条） 

所轄庁は、設立を認証した宗教法人が宗教団体でないことが判明した場合、認証書

を交付してから１年以内に限り、宗教法人審議会の意見を聞いた上で、当該認証を取

り消すことができる。（※１年を過ぎて判明した場合は、解散命令請求の対象。） 

 

４．解散命令の請求（法第 81 条） 

裁判所は、宗教法人が以下の事由に該当すると認めるときは、所轄庁・検察官・利

害関係人の請求により又は職権で解散を命ずることができる（４頁参照）。 

【宗教法人の解散命令を行い得る事由】 

ａ 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと 

ｂ 宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたか、１年以上目的のための行為をしないこと 

ｃ 礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのに２年以上その施設を備えないこと 

ｄ １年以上にわたり代表役員及びその代務者を欠いていること。 

 
※ 所轄庁（法第５条） 

① 複数の都道府県で活動する宗教法人 →文部科学大臣 
② １都道府県のみで活動する宗教法人 →都道府県知事 



3 
 

（参照条文）宗教法人法（昭和 26 年法律第 126 号）抄 

 
（この法律の目的） 

第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目

的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを

目的とする。 

２ 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならない。従つて、この法

律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事

を行い、その他宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならない。 

 

（宗教団体の定義） 

第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育

成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 

一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 

二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体 

 

（所轄庁） 

第五条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。 

２ 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。 

一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 

二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの 

三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人 

 

（公益事業その他の事業） 

第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。 

２ 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合におい

て、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が

援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。 

 

（報告及び質問） 

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、こ

の法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に

関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関

係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施

設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならな

い。 

一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。 

二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人につ

いて第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。 

三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。 

２ 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該

所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄

庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなけれ

ばならない。 

３ 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗

教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。 

４ 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上

の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。 

５ 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責

任役員その他の関係者に提示しなければならない。 

６ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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（公益事業以外の事業の停止命令） 

第七十九条 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事

実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることが

できる。 

２ 前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当

該宗教法人に通知してするものとする。 

３ 所轄庁は、第一項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗

教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。 

４ 前条第二項の規定は、第一項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。 

 

（認証の取消し） 

第八十条 所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該

認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること

が判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消すこ

とができる。 

２ 前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとす

る。 

３ 宗教法人について第一項の規定に該当する事由があることを知つた者は、証拠を添えて、所轄庁に対

し、その旨を通知することができる。 

４ 第一項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

二十条第三項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出

たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、

その補佐人の数を三人までに制限することができる。 

５ 第七十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。 

６ 所轄庁は、第一項の規定による認証の取消しをしたときは、当該宗教法人の主たる事務所及び従たる

事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。 

 

（解散命令） 

第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、

利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。 

一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。 

二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその

目的のための行為をしないこと。 

三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得な

い事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。 

四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。 

五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を

経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第

三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。 

２～７ （略） 

 

 

 



資料４ 

 

国会審議録（未定稿）（関係部分抜粋） 

（文化庁宗務課作成） 

 

 

令和４年１０月１７日（月）衆議院予算委員会 

 

岸田内閣総理大臣 

社会的に問題が指摘されている団体に関して、政府としては、宗教法人法を含

め、関係法令との関係を改めて確認しながら、厳正に対応していくことは、これまで

も述べてきたとおりであります。 

旧統一教会については、議員も御指摘になられました、平成28年・平成29年に

おいて、それまで認められていた使用者責任とは異なり、法人自体の組織的な不法行

為責任を認めた民事裁判の例、これが見られること、さらには今般、政府が設けた合

同電話相談窓口において、金銭トラブルから心の健康に関するものまで、９月30日

時点で1,700件以上の相談が寄せられ、法テラスや警察を含め関係機関に相談がつな

がれていること、こうした報告を受けたところです。 

こうした状況を踏まえて、宗教法人法第78条の２に基づき、報告徴収・質問権の

行使に向けた手続きを進める必要があると考えており、文部科学大臣に速やかに着手

させます。 

 

永岡文部科学大臣 

宮崎議員御指摘のとおり、宗教法人法におけます、報告徴収・質問権の行使の基

本的な考え方や明確な基準は、やはり予め明確にしておく必要があると考えます。 

文部科学省といたしましては、宗教法人審議会を構成いたします、宗教や法律に

関する専門家や宗教人などによります専門家会議を設置をいたしまして、その意見も

うかがいながら、報告徴収・質問権を行使する場合の基本的な考え方や基準を速やか

に示したいと考えております。来週25日（火）にも検討を開始することを予定して

おります。 

その上で、その基準に則りまして、宗教法人審議会に意見を聞いた上で、旧統一

教会に対して、報告徴収・質問権を行使するべく手続きを進めてまいります。 
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令和４年１０月１９日（水）参議院予算委員会 

 

岸田内閣総理大臣 

御指摘のように、昨日、宗教法人の解散命令の要件として、東京高等裁判所が示

した刑法等の実定法規の定める禁止規範、または命令規範について民法上の不法行為

は入らないと答弁いたしましたのは、この決定の内容についてのお尋ねがありました

ので、これまでの考え方を説明したものであります。これまでは東京高等裁判所決定

に基づき、刑法等の実定法規の定める禁止規範または命令規範は、刑法など罰則によ

り担保された実定法規が典型例と解してきたところであります。 

この点につきまして、政府におきましても、改めて関係省庁、集まりまして、議

論を行いました。そして、昨日の議論も踏まえまして、改めて政府としての考え方を

整理をさせていただきました。御指摘のこの東京高等裁判所の決定、これはオウム真

理教に対する解散命令という個別事案に沿って出されたものであります。 

一方、この旧統一教会については、近時、法人自身の組織的な不法行為責任を認

めた民事判決の例があることに加えて、法務省の合同電話相談窓口に多くの相談が寄

せられ、中には法テラスや検察などに紹介されていることを踏まえて、報告徴収・質

問権の行使の在り方について詰めの作業を行っているところであります。 

よって、この政府としましては、今後、これらの事実関係を十分分析の上、東京

高裁決定に示されている内容を参考に、行為の組織性や悪質性、継続性などが認めら

れ、宗教法人法に定める、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認め

られる行為、または宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたと考えられる場合に

は、個別事案に応じて、解散命令の請求について判断すべきであると考えておりま

す。 

よって、政府の考え方を整理した上で、行為の組織性や悪質性、継続性などが明

らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も

入りうるという考え方を整理をした次第であります。改めてこの政府の考え方、整理

したうえで答弁をさせていただきます。  
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（参 考） 

 

（オウム真理教解散命令事件 抗告審決定：東京高裁 平成７年12月19日）抜粋 

宗教法人法……が81条1項1号及び2号前段において宗教法人に対する解散命令

制度を設けたのは、宗教団体が、国家又は他の宗教団体等と対立して武力抗争に及

び、あるいは宗教の教義もしくは儀式行事の名の下に詐欺、一夫多妻、麻薬使用等の

犯罪や反道徳的・反社会的行動を犯したことがあるという内外の数多くの歴史上明ら

かな事実に鑑み、同法が宗教団体に法人格を取得する道を開くときには、これにより

法人格を取得した宗教団体が、法人格を利用して取得・集積した財産及びこれを基礎

に築いた人的・物的組織等を濫用して、法の定める禁止規範もしくは命令規範に違反

し、公共の福祉を害する行為に出る等の犯罪的、反道徳的・反社会的存在に化するこ

とがありうるところから、これを防止するための措置及び宗教法人がかかる存在とな

ったときにこれに対処するための措置を設ける必要があるとされ、かかる措置の一つ

として、右のような存在となった宗教法人の法人格を剥奪し、その世俗的な財産関係

を清算するための制度を設けることが必要不可欠であるとされたからにほかならな

い。 

右のような同法81条1項1号及び2号前段所定の宗教法人に対する解散命令制度

が設けられた理由及びその目的に照らすと、右規定にいう「宗教法人について」の

「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」（1号）、

「2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」（2号前段）とは、宗教法人

の代表役員等が法人の名の下において取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人

的・物的組織等を利用してした行為であって、社会通念に照らして、当該宗教法人の

行為であるといえるうえ、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反す

るものであって、しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行

為、又は宗教法人法2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行

為をいうものと解するのが相当である。 

 

（オウム真理教解散命令事件 第一審決定：東京地裁 平成７年10月30日）抜粋 

本件殺人予備のような重大な犯罪が、著しく公共の福祉を害すると明らかに認め

られる法令違反行為であり、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為であることに異論

はないであろうが、刑法上の犯罪は、自然人を主体とするものであって、宗教法人自

体がこれを犯すことはできない。しかし、宗教法人自体が主体になり得ないというだ

けの理由で、刑法上の犯罪はおよそ宗教法人に対する解散命令事由になり得ないと考

えるのは、宗教法人法が宗教団体に法人格取得の道を開いてその保護を図った趣旨に
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反する事態を招く恐れがあり、相当ではない。81条1項の規定上も、「宗教法人につ

いて」、同項各号に該当する事由があると認めたときとなっていて、宗教法人と法令

違反行為・目的逸脱行為の主体との厳密な一致を必ずしも要求していないと解され

る。 

そこで，刑法上の犯罪は、どのような場合に宗教法人の解散命令事由を構成し得

るのかを問題としなければならないが、宗教団体の構成員が、その組織や活動と無関

係に何らかの犯罪を犯したとしても、解散命令によりその宗教団体から法人格を奪う

ことはできないのが当然と考えられる反面、宗教団体構成員の大部分あるいは中枢部

分が、宗教団体の組織的行為として犯行に関与するなど、重大な犯罪の実行行為と宗

教団体の組織や活動との間に、社会通念上、切り離すことのできない密接な関係があ

ると認められる場合は、宗教法人法81条1項1号又は2号前段に基づき、宗教法人

の解散を命じることができると解すべきである。右のような場合は、「宗教法人につ

いて」右各号に該当する事由があると評価することが可能であるし、その宗教団体に

法人格を与えておくことは、前記宗教法人法の趣旨に反することになるからである。

なお、犯罪行為というものの性質上、責任役員会等の宗教法人の正式機関で承認され

たかどうかを基準とするのは相当でなく、あくまでも実質的にみて、宗教団体の組織

的行為と認められるかどうかを基準とすべきである。 



資料５-１ 

 
 

平成７年の宗教法人法改正の背景・概要等 

 

 

① 改正の背景・目的 

 ○ 昭和 26 年の宗教法人法制定以来の社会状況や宗教法人の実態の変化に対応

した宗教法人制度の適正な運用を図るため，所轄庁が責任を果たし，宗教法人

が自治能力を向上できるよう，必要最小限度の規定の整備を行う。 

  ○ 信教の自由と政教分離の原則に則り，宗教団体の自由と自主性，責任と公共

性の要請から組み立てられている宗教法人制度の基本は維持する。 

 

 

② 改正の概要 

（１）所轄庁の一部変更 

複数の都道府県内に境内建物を備える宗教法人の所轄庁を都道府県知事から

文部科学大臣に変更。 

（２）所轄庁への書類の提出 

役員名簿、財産目録等の事務所備付け書類の写しの所轄庁への提出を義務付け。 

（３）備付け書類の閲覧 

信者その他の利害関係人から請求があった場合の事務所備付け書類の閲覧。 

（４）所轄庁の報告徴収及び質問 

解散命令申立ての事由等に該当する疑いのある場合の、所轄庁による宗教法人

に対する報告徴収、質問を規定（宗教法人審議会の意見を聞く。）。 

 

 

③ 国会における賛否の状況 

（審議経過） 

平成７年１０月３１日 衆・本会議／趣旨説明・質疑 

    １１月 １日 衆・宗教法人に関する特別委員会／提案理由説明 

１１月 ２日 衆・宗教法人に関する特別委員会／質疑（ほか５日間） 

１１月１０日 衆・宗教法人に関する特別委員会／討論・採決 

１１月１３日 衆・本会議／討論・採決 

１１月２２日 参・本会議／趣旨説明・質疑 

１１月２７日 参・宗教法人に関する特別委員会／質疑（ほか５日間） 

１２月 ７日 参・宗教法人に関する特別委員会／討論・採決 

１２月 ８日 参・本会議／討論・採決 



資料５-２ 

 

 
宗
教
法
人
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
（
報
告
）（
抄
） 

（
平
成
七
年
九
月
二
十
九
日
文
部
大
臣
あ
て
宗
教
法
人
審
議
会
報
告
） 

 

（
略
） 

 

４ 

設
立
後
の
活
動
状
況
の
把
握
の
在
り
方 

 

２ 

収
益
事
業
の
停
止
命
令
、
認
証
の
取
消
し
、
解
散
命
令
の
請
求
の
た
め
の

報
告
徴
収
及
び
質
問 

(1) 

宗
教
法
人
法
七
十
九
条
は
所
轄
庁
に
よ
る
収
益
事
業
の
停
止
命
令
に

つ
い
て
、
八
十
条
は
所
轄
庁
に
よ
る
認
証
の
取
消
し
に
つ
い
て
、
八
十
一

条
は
所
轄
庁
等
に
よ
る
解
散
命
令
の
請
求
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
事
由
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
事
由
の

存
否
を
確
認
す
る
手
段
と
し
て
、
所
轄
庁
に
、
宗
教
法
人
審
議
会
の
意
見

を
聞
い
た
上
で
、
宗
教
法
人
に
対
し
報
告
を
求
め
、
質
問
す
る
権
限
を
付

与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

(2) 

理
由 

① 

宗
教
法
人
法
七
十
九
条
、
八
十
条
、
八
十
一
条
は
、
宗
教
法
人
が
宗

教
団
体
の
実
体
を
欠
い
て
い
る
場
合
又
は
そ
の
運
営
に
著
し
い
問
題
が

あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
一
定
の
権
限
を
所
轄
庁
に
与

え
て
い
る
。 

宗
教
法
人
法
の
適
正
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
所
轄
庁
が
こ

の
よ
う
な
権
限
を
適
切
か
つ
慎
重
に
行
使
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

が
、
現
行
法
上
は
こ
れ
ら
の
規
定
の
事
由
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
所
轄
庁
に
お
い
て
そ
れ
を
確
認
す
る
法
的
手
段
が
規

定
さ
れ
て
い
な
い
。 

こ
の
た
め
、
所
轄
庁
が
現
行
法
上
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
と
責
任
を

適
切
に
果
た
す
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
。 

② 

宗
教
法
人
を
め
ぐ
る
環
境
が
複
雑
化
し
、
宗
教
法
人
の
活
動
も
極
め

て
多
様
化
、
複
雑
化
し
て
い
る
今
日
に
お
い
て
は
、
問
題
の
あ
る
宗
教

法
人
に
つ
い
て
一
定
の
事
実
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
法

的
手
段
が
な
け
れ
ば
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

(3) 

所
轄
庁
が
こ
の
よ
う
な
報
告
を
求
め
、
質
問
を
行
う
場
合
は
、
宗
教
法

人
法
七
十
九
条
、
八
十
条
、
八
十
一
条
に
定
め
る
事
由
が
存
在
す
る
疑
い

が
あ
る
と
い
う
極
め
て
限
ら
れ
た
場
合
で
あ
り
、
報
告
を
求
め
、
質
問
を

行
う
対
象
と
な
る
事
項
も
、
そ
れ
ら
の
事
由
の
存
否
の
確
認
の
た
め
に
必

要
な
も
の
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ま
た
、
所
轄
庁
が
報
告
を
求
め
、
質
問
を
行
う
場
合
に
は
、
宗
教
法
人

の
宗
教
活
動
に
干
渉
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

こ
の
た
め
、
所
轄
庁
が
そ
の
よ
う
な
報
告
を
求
め
、
質
問
を
行
う
場
合

に
は
、
事
前
に
宗
教
法
人
審
議
会
に
対
し
、
そ
の
事
項
や
理
由
を
示
し
て

そ
の
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
、
所
轄
庁
に
よ
る
権

限
行
使
に
つ
い
て
慎
重
を
期
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。 

な
お
、
こ
の
報
告
を
求
め
、
質
問
す
る
こ
と
に
は
、
い
わ
ゆ
る
立
入
検

査
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。 

(4) 
こ
の
よ
う
に
極
め
て
限
定
し
て
報
告
を
求
め
、
質
問
を
行
う
権
限
を

所
轄
庁
に
付
与
す
る
こ
と
は
、
所
轄
庁
が
現
行
法
上
期
待
さ
れ
て
い
る
役



 

 

 

割
と
責
任
を
果
た
す
た
め
に
必
要
最
小
限
の
法
的
手
段
で
あ
り
、
信
教
の

自
由
及
び
政
教
分
離
の
原
則
を
侵
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。 

  

（
略
） 



資料５-３ 

 

宗教法人法の一部を改正する法律（平成７年法律第１３４号）の施行 
について（抄）（平成８年９月２日付庁文宗第１３７号） 

 
 
① 各文部大臣所轄宗教法人代表役員宛通知 

 
（略） 

 
５．所轄庁の報告徴収及び質問について 
 改正法によって，所轄庁が，宗教法人について，公益事業以外の事業の停

止命令等を行うべき事由に該当する疑いがあると認めるときには，宗教法人

審議会の意見を聞いた上で，当該宗教法人に対し報告を求め，又は当該職員

に当該宗教法人の代表役員など関係者に対し質問することができることとさ

れたところであるが，その趣旨及び留意点は以下のとおりである。 
（１）この制度は，所轄庁が，公益事業以外の事業の停止命令，認証の取消

し又は解散命令の請求の事由に該当する疑いがあると認めるときに，当

該権限を適正に行使するための判断の基礎となる客観的な資料を把握で

きるようにしたものである。 
（２）所轄庁が宗教法人に対して報告を求める場合は，書面をもって行うも

のとし，宗教法人審議会に諮問した事項とその意見を添付することとさ

れている。 
（３）所轄庁の職員が宗教法人に対して質問をする場合は，当該職員の身分

を示す証明書を携帯させるとともに，質問事項を書面で示し，かつ，宗

教法人審議会に諮問した事項とその意見を添付することとされている。 
   なお，代表役員等当該宗教法人の関係者の同意がなければ，当該職員

が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入ることはできない。 
（４）宗教法人に対して報告を求め，質問を行おうとする場合には，宗教法

人の宗教上の特性及び慣習を尊重し，信教の自由を妨げることがないよ

う特に留意しなければならないこととされている。 
（５）この制度は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない

こととされている。 
（６）報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は所轄庁の職員の質問に対

して答弁をせず，若しくは虚偽の答弁をした場合には，１万円以下の過

料に処せられる。 
  



  

 
②  各都道府県知事宛通達 

 
（略） 

 
５．所轄庁の報告徴収及び質問について 
改正法によって，所轄庁が，宗教法人について，公益事業以外の事業の停止

命令等を行うべき事由に該当する疑いがあると認めるときには，宗教法人審

議会の意見を聞いた上で，当該宗教法人に対し報告を求め，又は当該職員に当

該宗教法人の代表役員など関係者に対し質問することができることとされた

ところであるが，その趣旨及び留意点は以下のとおりである。 
（１）この制度は，所轄庁が，公益事業以外の事業の停止命令，認証の取消し

又は解散命令の請求の事由に該当する疑いがあると認めるときに，当該

権限を適正に行使するための判断の基礎となる客観的な資料を把握でき

るようにしたものである。 
（２）宗教法人に対して報告を求め，質問を行おうとする場合には，法第２５

条第４項の規定により提出された書類の内容を精査するとともに，当該

宗教法人の協力を得て不明な点を照会するなど，事前の情報収集に努め

るべきである。 
（３）宗教法人に対して報告を求め，質問を行おうとする場合には，その権限

行使についての慎重を期する必要があるため，あらかじめ宗教法人審議

会に諮問することとされており，宗教法人審議会に諮問する場合には，別

紙の様式により，該当する事項及び理由を示して，文部大臣あて願い出

る。 
（４）宗教法人に対して報告を求める場合は，書面をもって行うものとし，宗

教法人審議会に諮問した事項とその意見を添付する。 
（５）宗教法人に対して貴職の職員に質問をさせる場合は，当該職員の身分を

示す証明書を携帯させるとともに，質問事項を書面で示し，かつ，宗教法

人審議会に諮問した事項とその意見を添付する。 
   なお，代表役員等当該宗教法人の関係者の同意がなければ，職員が質問

するために当該宗教法人の施設に立ち入ることはできない。 
（６）宗教法人に対して報告を求め，質問を行おうとする場合には，宗教法人

の宗教上の特性及び慣習を尊重し，信教の自由を妨げることがないよう

特に留意しなければならない。 
（７）この制度は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 



  

別紙―(１) 

                              平成 年 月 日 

 

 文部大臣 殿 

 

                   ○○○知事 

                    ○ ○ ○ ○ 印 

 

 

宗教法人法第７８条の２の規定に基づく報告徴収又は質問   

  に関する宗教法人審議会への諮問について 

 

 

 宗教法人法第７８条の２の規定に基づき，別紙のとおり報告徴収

（質問）を行いたいので，宗教法人審議会への諮問をお願いします。 

  



  

別紙―(２) 

 

別紙 

 

１．報告徴収（質問）を行おうとする宗教法人名 

 

２．当該宗教法人の概要 

 

３．報告を求める事項（質問事項）及びその理由 

 

４．法第７８条の２の要件を満たすと考えられる事実関係 



資料５-４ 

 

宗教法人法第７８条の２に関する考え方について 

（平成７年法改正時の国会議事録（抜粋）） 
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〇 宗教法人法の一部を改正する法律案の提案理由及び内容について 

 

○島村国務大臣 

 このたび、政府から提出いたしました宗教法人法の一部を改正する法律案に

ついて、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をする

ための物的基礎を確保することを目的とし、憲法に定められた信教の自由と政

教分離の原則にのっとり、宗教法人の自由と自主性、責任と公共性という二つの

要請を基本としてその体系が組み立てられております。このような宗教法人の

制度の基本は維持すべきものであります。 

 しかしながら、宗教法人法が昭和二十六年に制定されて以来、今日に至るまで

の社会状況や宗教法人の実態の変化にかんがみ、信教の自由と政教分離の原則

を遵守しつつ、これらの変化に対応するための宗教法人法の最小限の見直しが

必要となってきており、宗教法人法を改正すべきとの世論も高まっているとこ

ろであります。このような状況を背景に、宗教法人審議会から、去る九月二十九

日に「宗教法人制度の改正について」の御報告をいただいたところであります。 

 今回、この宗教法人審議会の報告も踏まえ、所要の改正を行うため、この法律

案を提出することとしたものであります。 

 次に、この法律案の概要について申し上げます。 

 第一は、所轄庁についてであります。 

 複数の都道府県で活動を行う宗教法人の所轄庁は文部大臣に改めることが適

当と考えられることから、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人及び当

該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁を文部大臣とすることとしております。 

 第二は、事務所備えつけ書類の見直しとその一部の写しの所轄庁への提出に

ついてであります。 

 宗教法人の財産目録等の書類については、その事務所に備えつけることが現

行宗教法人法においても義務づけられておりますが、今回、宗教法人が作成し、

事務所に備えなければならない書類として収支計算書等を加えるとともに、こ

れらの書類の写しを毎会計年度終了後四月以内に所轄庁に提出しなければなら

ないとすることとしております。 

 なお、収益事業を行わない宗教法人で、一会計年度の収入の額が寡少であり文

部大臣が宗教法人審議会の意見を聞いて定める額の範囲内であるものは、当分
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の間、収支計算書を作成しないことができることといたしております。 

 第三は、信者その他の利害関係人による財産目録等の閲覧についてでありま

す。 

 宗教法人は、信者その他の利害関係人であって、財産目録等の事務所備えつけ

書類を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な

目的によるものでない者から請求があったときは、これを閲覧させなければな

らないこととしております。 

 第四は、宗教法人審議会の委員の増員であります。現行の宗教法人法で十五人

以内となっております定員を二十人以内とすることといたしております。 

 第五は、所轄庁の報告徴収及び質問についてであります。 

 所轄庁は、宗教法人について、裁判所に対する解散命令の請求等を行うべき事

由に該当する疑いがあると認めるときは、その業務等の管理運営に関する事項

に関し、報告を求め、または職員に質問させることができることとしております。 

 なお、この場合においては、所轄庁は、報告を求め、または職員に質問させよ

うとすることについて、あらかじめ宗教法人審議会に諮問し、その意見を聞かな

ければならないこととしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 

 以上が、この法律案の提出理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。 

（平成７年 11 月 1 日 衆・宗教法人等に関する特別委員会 

宗教法人法の一部を改正する法律案の趣旨説明） 
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〇 宗教法人法に報告徴収・質問権に関する規定を新設する趣旨について 

 

○小野（元）政府委員 

 お答え申し上げます。 

 現行の宗教法人法でございますが、収益事業の停止命令、七十九条でございま

す。認証の取り消し、八十条。それから解散命令請求、八十一条。この三つの事

柄につきましては、所轄庁として停止命令を出すとか、あるいは取り消しを行う

とか、かなりきちっとした権限が規定されておるわけでございます。 

 しかしながら、先ほど来大臣からも答弁申し上げておりますように、所轄庁が

こういった事態に当該宗教法人が該当しておるという疑いを持っている場合で

あっても、現行法ではそれを確認する手段が規定されていないわけでございま

す。 

 そういったことがございまして、今回の法改正では、法七十九条、八十条、八

十一条、こういった規定に定めます事由に該当する疑いがあるというふうに考

える場合には、所轄庁といたしましては、宗教法人審議会の意見を聞いた上で、

当該法人から報告を求めたり、あるいは質問することができるというふうに制

度を設けたものでございます。 

 

○島村国務大臣 

 すべて御存じの上での御質問でございますが、七十九条、八十条、八十一条、

我々は、これらの規定に基づく対応をしようとするときに、事情が全くわからな

いということでは現実には何の責任も果たせないということになりますから、

それについて、いわば宗教法人の自主的な御報告等について、特にその三条に触

れる疑問があるときには報告を求め、そして質問権を行使する、こういうことで

ございますので、これは十分とは決して思いませんけれども、やはり信教の自由

あるいは政教分離の原則を遵守し、かつ法を改正するとなると、今回はこういう

改正でとりあえずきちっと法を改正することが大事である、こういうふうに理

解したところであります。 

（平成７年 11 月２日 衆・宗教法人等に関する特別委員会 

与謝野馨議員（自民）への答弁） 
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○政府委員（小野元之君） 

 今回の法改正において質問権は少し必要がないのではないかという御質問で

ございますけれども、今回、法改正におきまして、七十九条、八十条、八十一条、

これは特別な事例でございまして、収益事業の停止命令や認証の取り消し、ある

いは解散命令請求に該当するような事態についての疑いがある場合、特別な場

合でございますけれども、こういった場合に所轄庁が権限を適正に行使すると

いうことが必要でございますので、その判断の基礎となる客観的な資料を把握

する必要があるということでございます。 

 この場合に、具体的な事例として七十九条、八十条、八十一条、それぞれの場

合でございますけれども、まず報告を求める。宗教法人から、そういった疑いが

ある場合に、報告を出してくださいということをお願いするわけでございます。

ただ、その報告だけでは、権限をきちんと行使することができる判断として、基

礎資料として不十分である場合も考えられるわけでございまして、一応報告を

いただいて、それについていろいろ御質問をさせていただく。あるいは毎年出し

ていただいております財務関係書類等に基づきましていろいろ御質問する。あ

るいは場合によっては宗教法人の方に出向いていろいろ御質問するということ

も必要があるわけでございまして、こういった規定をきちんとすることによっ

て所轄庁がより権限をきちんと行うことができるというふうに考えているもの

でございます。 

 

○国務大臣（島村宜伸君） 

 先ほどの重要な三つの特別な事例に疑いがあるような場合、あるいはそうい

うようなことに対して何か内容を把握する必要が出た場合に求めるのが報告の

徴収であり、また質問でありますが、これはどちらを先にやると決まっているわ

けではございません。質問で済ますこともあれば、報告書をいただいて、それに

よって内容を把握できる場合には、それで解決する場合もあるわけでございま

す。 

（平成７年 11 月 27 日 参・宗教法人等に関する特別委員会 

関根則之議員（自民）への答弁） 
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〇 報告徴収・質問権を行使するか否かの判断は誰が行うのか           

 

○政府委員（小野元之君） 

 これは所轄庁が判断するものだと考えております。 

 

○政府委員（小野元之君） 

 この七十九条、八十条、八十一条、これらの事態というのは、通常の宗教法人

がきちんと運営なさっている場合であれば七十九条、八十条、八十一条には該当

されないというのが通常でございます。したがいまして、七十九条、八十条、八

十一条は、特別の場合、収益事業の扱いがおかしいとかあるいは解散命令請求に

該当している疑いがあるという場合でございますから、かなり問題がある場合

というふうに考えざるを得ないと思うわけでございます。 

 そういう場合でございますけれども、一応この判断をいたしますのは所轄庁

でございまして、しかし所轄庁が恣意的に行うというのでは問題があるという 

考えもございましたので、宗教法人審議会の意見を聞くということで、宗教関係

者も入っていらっしゃいます審議会が公正な立場で御判断いただくということ

で、手続的にもそういった所轄庁が暴走することがないように保障しておる規

定だというふうに理解をしております。 

（平成７年 11 月 29 日 参・宗教法人等に関する特別委員会 

山下栄一議員（公明）への答弁） 

 

○小野（元）政府委員 

 お答え申し上げます。 

 こういった場合に所轄庁が報告を求める、あるいは質問をする、大変疑わしい

場合にそのようにするわけでございますけれども、それは所轄庁限りでやるも

のではございませんで、あらかじめ宗教法人審議会に意見を聞いて、その上で報

告を求めるなり質問をするということを行うわけでございます。 

 

○小野（元）政府委員 

 宗教法人審議会に一応手続的にお諮りするわけでございまして、恐らく宗教

法人審議会も、所轄庁の方から、こういったことが疑わしい、そういう理由でこ
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ういう点について報告を求めますという具体的なお話をした上で審議会にもお

諮りするということでございますから、そういった場合に、やるべきではないと

いう御判断はそんなにないと思われますけれども、一応宗教法人審議会の意見

を聞くということでございますので、その点については、審議会の意見を尊重す

るというのが第一義的な立場だというふうに思います。 

（平成７年 11 月２日 衆・宗教法人等に関する特別委員会 

与謝野馨議員（自民）への答弁） 
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〇 宗教法人に対して所轄庁はどういう理由で調査するのか。 

  「疑い」について告知して質問し調査するのか。 

 

○政府委員（小野元之君） 

 法第七十八条の二第一項の、「次の各号の一に該当する疑い」の場合のお尋ね

でございますけれども、これは具体的にそういう事例があった場合に、個々具体

的のときに判断するしかないと思うのでございますけれども、いずれにいたし

ましても宗教法人審議会に事前にお諮りをすると。その時点で、こういった事柄

があって、そしてこういったことについて報告を求めます、あるいは質問いたし

ますということは、宗教法人審議会の意見を聞くことはそのとおりでございま

す。 

 そして、それを経た上で宗教法人に対してどうするかということでございま

すが、いずれにいたしましても、報告を求める、あるいは質問をするということ

でございますから、どういったことについてどうと、この点について例えば第七

サティアンがあってこの中にサリンがあるんですかというような、ある程度具

体的なことを示さなければ質問もしにくいわけでございます。 

 したがいまして、常にその理由を告知するということができるかどうかはわ

からないわけで、個別の事例によらなければならないわけでございますけれど

も、通常の場合でございますと、なぜそういうことを聞くのかということは宗教

法人の側からも聞き返すということは当然あると思うのでございます。そうい

った意味におきまして、相手方からきちんとした御報告をいただく、あるいはき

ちんとした回答をいただくというためには、できるだけそういった理由を示す

ということは望ましいことであろうというふうに考えております。 

（平成７年 11 月 29 日 参・宗教法人等に関する特別委員会 

猪熊重二議員（公明）への答弁） 
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〇 質問・報告の範囲は決まっているのか           

 

○小野（元）政府委員 

 この宗教法人に対する質問でございますけれども、七十九条、八十条、八十

一条の規定に該当する疑いがある場合に、所轄庁の権限を適正に行使するため

の基礎となる資料を把握するというものでございます。したがいまして、具体

的にどのようなことを質問するかということにつきましては、個別の、ケー

ス・バイ・ケースで判断すべき事柄だというふうに思うわけでございますけれ

ども、具体的にこの七十九条、八十条、八十一条の規定に該当する疑いがある

ことを、その点を明確にする範囲に限られるというふうに考えているわけでご

ざいます。 

 

○小野（元）政府委員 

 質問を行いますのは、原則として宗教上の活動に関連のない事項、あるいは公

益に反している場合の事項、そういったものに限られるというふうに思うわけ

でございます。 

 ただ、解散命令請求については、著しく公益を侵害しているということがご

ざいますので、著しく公益を侵害しているような事態については、事柄によっ

ては宗教上の中身に入る場合もあり得るというふうに思います。 

（平成７年 11 月２日 衆・宗教法人等に関する特別委員会 

与謝野馨議員（自民）への答弁） 

 



資料６ 

次回開催日 

 

 

 

第２回  １１月８日（火）１０：００～１２：００ 
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